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平成３０年度 中国地方整備局入札監視委員会 
第二部会第１回定例会議の審議概要について 

 

 

中国地方整備局入札監視委員会第二部会は、平成３０年度第１回定例会議を 

平成３０年６月２７日（水）に開催し、平成３０年１月１日から平成３０年３

月３１日までの間に契約した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等

及び物品の製造等の中から抽出した６件の事案について、入札及び契約の過程

並びに契約内容について審議を行いました。 

審議概要については、次頁以降にてお知らせします。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  
 広島市中区東白島町１４－１５ NTTクレド白島ビル13階         

 中国地方整備局入札監視委員会第二部会事務局 
０８２－５１１－３９００（代表） 
 

   総務部 総括調整官     鈴木
す ず き

 靖彦
やすひこ

 （内線１０３） 

◎総務部 契約管理官     宅和
た く わ

 祐治
ゆ う じ

 （内線１３０） 

港湾空港部 品質確保室長    大波多
お お は た

 昌
まさ

志
し

 （内線２５０） 

 
 



中国地方整備局入札監視委員会 第二部会 審議概要

開催日及び場所 平成３０年６月２７日（水） 白島庁舎会議室

野田 和裕 （広島大学大学院法務研究科教授）

委 員 佐久間 剛 （中国経済連合会常務理事）

朝位 孝二 （山口大学大学院創成科学研究科教授）

審議対象期間 平成３０年１月１日～平成３１年３月３１日

抽 出 案 件 計 ６件 （備考）

工 事

一般競争（政府調達に関する協定適用対象工事） １件 別紙１のとおり

一般競争（政府調達に関する協定適用対象工事以外） ２件 〃

随意契約 １件 〃

建設コンサルタント業務等 １件 別紙１のとおり

役務の提供等及び物品の製造等 １件 別紙１のとおり

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、それに対す 別紙２のとおり 別紙２のとおり

る回答等

委員会による意見の具申又は勧告 なし

の内容



別紙１
【工事】
（一般競争入札方式：政府調達に関する協定適用対象工事）

工事名 工事種別
競争参加資
格を確認し
た者の数

入札参加
者数

契約締結日 契約の相手方
契約金額
（単位：千円）

落札率
（単
位：％）

水島港玉島地区岸壁(-12m)築造
工事(その4)

港湾土木工事 4 4 平成30年1月26日
五洋・大本特定建設工事
共同企業体

 1,217,160 93.85

（一般競争入札方式：政府調達に関する協定適用対象工事以外のもの）

工事名 工事種別
競争参加資
格を確認し
た者の数

入札参加
者数

契約締結日 契約の相手方
契約金額
（単位：千円）

落札率
（単
位：％）

宇部港本港地区航路・泊地(-13m)
浚渫工事(その3)

港湾等しゅんせつ工事 10 10 平成30年2月19日 東亜建設工業（株） 321,840 90.05

境港等施工管理カメラ設置工事 通信設備工事 2 2 平成30年2月20日 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 82,512 94.58

（随意契約方式）

工事名 契約締結日 契約の相手方
契約金額
（単位：千円）

落札率
（単
位：％）

浜田港福井地区臨港道路擁壁等
復旧工事

平成30年1月12日 （株）大本組 35,856 100.00

【建設コンサルタント等業務】
（一般競争入札方式）

業務名 契約の相手方
契約金額
（単位：千円）

落札率
（単
位：％）

水島港玉島地区航路・泊地(-12m)
等磁気探査

大和探査技術（株） 6,480 79.05

【役務の提供等及び物品の製造等】
（随意契約方式）

業務名 契約締結日 契約の相手方
契約金額
（単位：千円）

落札率
（単
位：％）

浜田港福井地区臨港道路擁壁等
復旧工事に係る工事管理者及び
列車見張員の配置

平成30年1月12日 （株）和田組 2,305 100.00

工事種別

港湾等綱構造物工事

業務分類

役務の提供等

業種区分

測量・調査

契約締結日

平成30年2月16日



別 紙２

議事項目、意見・質問 議事結果、回答

１．抽出案件の審議

①「水島港玉島地区岸壁（－１２ｍ）築造工事

（その４）」

入札結果について、２位より１位の者の方が入札価 そのとおりである。

格が高いが、金額が多少高くても、結果的に技術提

案に基づく技術点の差が落札決定に重要であるとい

うことか。

Ｂ社とＣ社は施工体制確認資料未提出のため無効と 当該価格で入札した理由や配置予定技術者名簿、手

なっているが、具体的にはどのような資料が提出さ 持ち機械にかかる資料等を提出していただくことと

れなかったのか なっており、これらの必要書類が提出されなかった。

○この入札・契約は適切であると判断します。

②「宇部港本港地区航路・泊地（－１３ｍ）浚渫

工事（その３）」

※質疑内容が技術提案に関する事項のため非公表

○この入札・契約は適切であると判断します。

②「境港等施工管理カメラ設置工事」

同種工事の施工実績の評価について、工事発注者が そのとおりである。国の発注工事は税金によって重

国等の場合、地方公共団体の場合、民間の場合によ 要な公共施設を整備するものであり、それに応じた

って評価が異なるが、国等が発注する工事は他の工 厳格な監督体制や検査体制のもとで実施されてい

事よりもスペックが高いため、より優位に評価され る。こうした工事を確実に完遂した実績については、

ているのか。 他の工事よりも優位に評価することが合理的と考え

ている。

カメラを設置するのみであれば、予定価格が高いよ そのとおりである。このカメラは、工事の施工状況

うに感じるが、カメラのスペックが高いのか。 や進捗状況等を正確に視認するため、遠方から見通

せる望遠性能や幅広く見渡せる広角機能、高い解像

度等を備えた高いスペックが必要である。

カメラのメーカー指定はなく、スペックのみ求めて そのとおりである。

いるのか。

○この入札・契約は適切であると判断します。

④「浜田港福井地区臨港道路擁壁等復旧工事」

臨港道路の工事が始まってどの程度で傾き等の現象 現地着手して、比較的間もなくである。

が現れたのか。



臨港道路の設計に問題があったのか。 設計に問題はなかった。施工箇所に近接する擁壁に

対しては動態観測を行いながら、慎重に施工を進め

ていたが、地盤条件が想定より悪かったため、擁壁

に傾きが生じてしまったものである。

臨港道路の施工会社は、本工事と同じ社か。 本工事の受注者は、臨港道路における別件の盛土工

事を施工した社である。

臨港道路の施工会社に対しては、今回のような影響 工事の施工方法に問題があればそうなるが、今回の

が出たことにより成績等が減点されるのか。 現象は工事に問題があった訳ではないため、そのよ

うなことはない。

○この入札・契約は適切であると判断します。

⑤「水島港玉島地区航路・泊地（－１２ｍ）等

磁気探査」

艤装船は受注者が所有しているのではなく、借りて 引き船及び探査台船とも下請け企業が有する船を使

きたものか。 用し、そこに受注者が必要な機材を持ち込んでいる。

現在ある航路や泊地を含む業務範囲となっている 泊地を拡幅するため磁気探査を実施するものであ

が、既に磁気探査は実施されているのではないか。 り、拡幅箇所は未実施である。

爆発物等が発見されたことはあるのか。 過去４回発見された。

○この入札・契約は適切であると判断します。

⑥「浜田港福井地区臨港道路擁壁等復旧工事に

係る工事管理者及び列車見張員の配置」

発注者である事務所は、受注者に有資格者が存在し 工事管理者及び列車見張員の資格には、ＪＲが実施

ていることを事前に知っていたのか。 する講習会の受講、試験の合格が必要であるため、

ＪＲが有資格者を把握しており、当局が事前にＪＲ

へ確認した結果、知り得たものである。

ＪＲに隣接する工事を実施する場合は、見張員の配 国土交通省の通達等により、配置することとされて

置が必要とされるのか。 いる。

対応できる社が複数社いる場合は、競争入札になる 原則は競争入札である。しかし、今回の案件は被害

のか。 の最小化や至急の原状復旧の観点から緊急性が求め

られたため、随意契約とした。随意契約の場合にお

いて対応可能な者が複数存在する場合は、近隣に本

支店等が所在しているか、近隣での業務実績がある

か、また適正な価格で業務が実施可能であるか等の

条件を総合的に勘案し、最適な契約相手を特定する

こととなる。

○この入札・契約は適切であると判断します。



議事項目、意見・質問 議事結果、回答

２．指名停止等の運用状況の報告

・ ３件 意見・質問なし

３．再度入札における一位不動状況の報告

・ 該当なし 意見・質問なし

４．入札談合に関する情報等への対応状況

・ 該当なし 意見・質問なし

５．入札価格調査制度調査対象工事の発生状

況の報告

・ 該当なし 意見・質問なし

６．再苦情処理の報告

・ 該当なし 意見・質問なし


